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（
議
院
運
営
委
員
会
）

国
会
議
員
の
歳
費
、
旅
費
及
び
手
当
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
藤
巻
健
史
君
発
議
）

（
参
第
三
号
）
要
旨

本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
議
長
、
副
議
長
及
び
議
員
の
受
け
る
歳
費
に
つ
い
て
は
、
国
会
議
員
の
歳
費
、
旅
費
及
び
手
当
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下

「
歳
費
法
」
と
い
う
。
）
第
一
条
及
び
国
会
法
第
三
十
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
歳
費
月
額
か
ら
、
歳
費

月
額
に
百
分
の
二
十
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
額
を
減
ず
る
こ
と
。

二
、
議
長
、
副
議
長
及
び
議
員
の
受
け
る
期
末
手
当
に
つ
い
て
は
、
歳
費
法
第
十
一
条
の
二
第
二
項
及
び
第
十
一
条
の
四
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
の
適
用
が
あ
る
間
、
議
長
、
副
議
長
及
び
議
員
が
受
け
る
べ
き
期
末
手
当
の
額
か
ら
、
当
該
額
に
百

分
の
二
十
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
額
を
減
ず
る
こ
と
。

三
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
初
日
（
公
布
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
）
か
ら
施
行

す
る
こ
と
。


